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本計喜依俄也需槍れ聖た人

付
を
以
詮
と
す
る
事
、
以
疑
相
向
に
似
て
し
か
も
疑
を
決
す
べ
か
ら

宇
。
川
前
世
迂
龍
之
儀
と
云
な
が
ら
、
誠
を
以
厳
重
に
相
向
は
ど
、
感

師
山
之
道
理
は
た
き
に
し
も
あ
ら
ざ
る
事
獄
。

一
、
第
五

私
之
策
耀
を
や
む
る
専
一
之
事
。

小
身
な
る
者
、
唯
今
之
世
間
身
持

大
事
之
時
節
陀
候
。
少
之
動
指
陀
付
而
茂
、
内
三
位
溢
分
K
可
成
。

左
候
件
ば
行
伎
座
臥
油
断
あ
り
て
は
不
可
成
。
時
之
風
俗
に
引
れ
、

私
之
祭
殿
不
肌
比
し
て
令
思
過
所
在
能
h
k
m

鉛
悟
あ
る
べ
し
。
小
，
持
た
る

も
の
は
、
無
線
勝
手
不
成
所
も
克
之
輩
も
有
之
か
。
役
を
止
候
は
ど
、

是
程
陀
は
有
間
数
と
思
召
山
田
有
之
官
、
御
車
〈
意
有
御
意
之
鉢
と
相
削

え
候
。
勝
手
行
常
御
奉
公
不
成
も
の
有
之
候
は
ピ

、
随
分
頭
々
相
談

を
以
除
知
山
却
を
も
翁
致
、
往

h
k

取
鎖
候
綴
令
介
抱
、
若
江
戸
勲
等
之

節
行
妨
候
族
は
、
御
預
金
銀
を
以
附
可
相
澗
事
民
候
。
御
小
持
組
は

切
々
江
戸
献
を
も
仕
、
共
上
仰

m脳
血
等
他
之
組
陀
超
た
る
俄
陀
候
m刊

ば
、
別
而
共
類
可
多
思
召
候
。
御
用
等
を
も
相
勤
可
被
召
仕
入
点
、

勝
手
之
不
如
註
計
に
依
て
御
車
中
公
も
不
成
首
尾
忙
候
得
ば
、
共
身
叉

迷
惜
聞
は
さ
る
事
に
而
、
公
儀
に
も
御
事
被
欠
候
。
人
多
候
と
て
も
、

被
召
仕
者
は
m
m
山
陀
は
無
之
依
陀
候
。
先
年
之
桜
陀
去
し
た
ペ
紐
吟

加
賀
滞
御
定

書
容
十
五

味
、
金
銀
借
波
可
申
陀
は
あ
ら
一宇
候
。
去
と
て
叉
か
す
ま
じ
き
も
の

と
相
心
得
候
へ
ば
、
金
銀
御
獄
之
稔
茂
無
之
、
左
候
へ
ば
可
借
も
の

は
役
俊
民
も
可
依
都
陀
候
。
借
銀
之
錦
除
知
仕
也
候
へ
ば
、
人
馬
可

持
も
の
も
其
扶
持
不
罷
成
、
ま
た
人
馬
過
分
に
減
少
候
へ
ば
仰
車
中
公

不
相
調
類
等
可
有
之
候
。
か
桜
之
並
は
、
見
計
ひ
可
借
波
も
の
と
被
思

召
候
。
組
中
勝
手
不
成
も
の
有
之
ば
、
共
顕
A

可
篤
越
度
と
の
儀
、

あ
し

t
不
可
心
得
候
。
人
々
生
質
に
よ
り
、
勝
手
方
不
調
法
之
者
も

有
之
妙
に
候
得
ば
、
向
後
と
て
も
勝
手
不
成
者
は
可
有
之
候
。
行
部
候

迄
共
分
に
指
也
、
御
出
中
公
欠
巾
桜
花
槌
成
候
は
ピ
、
頭
干
油
断
K
候
。

前
阪
に
令
相
談
、
不
行
詰
様
可
介
抱
都
陀
候
。
加
…
川
之
総
物
之
事
、

好
翫
之
字
心
を
可
付
事
。
卒
然
遊
興
、
是
叉
所
行
と
す
る
所
在
御
蹴

之
事
陀
候
。
不
別
し
て
不
叶
陛
有
之
武
n
H

・
閥
均
共
等
陀
至
迄
、
刷
版

之
ロ
聞
に
よ
り
不
知
分
限
候
得
者
、
加
問
問
之
総
物
同
前
之
耶
。

附
り
、
元
和
二
年
之
御
従
、
加
州
知
之
仰
定
を
以
定
役
と
可
相
心

得
。
雄
副
知
平
生
共
闘
K
合
候
俄
者
難
成
背
中
陀
候
。
此
御
定
を
相
心

得
可
罷
在
事
。
役
儀
に
よ
り
組
頭
・物
一政
・
御
棒
顕
・御
使
帯
・御
横

目
等
は
、
潟
な
〈
て
不
叶
に
よ
り
て
、
是
非
陀
一
疋
は
所
持
す
る

m
m
也
。
無
左
者
は
先
常
分
令
勘
帥
町
、
勝
乎
之
成
立
候
心
得
め
る
べ

}
此
六
七




